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研究成果の概要（和文）：ヨーロッパ私法の展開について、従来の関連研究の成果を踏まえてさらに研究を進行
させた。ヨーロッパ私法、民法（債権法）の改正に関する提案などの基礎的な資料を検討し、翻訳も行った。そ
れは、日本民法の改正のモデル準則として利用できるものである。それと同時に、外国人研究者との積極的な交
流を行った。外国で開催された学会や研究会にも参加した。多面的に国際交流を深め、ヨーロッパ私法に関する
情報（アジアへの影響も含めて）を収集した。日本法の情報も発信した。その成果として、『ヨーロッパ私法の
展望と日本民法典の現代化』を刊行した。

研究成果の概要（英文）：For the Development of European Private Law, we proceeded to work in the 
light of the results of relevant previous studies. Among other things, make the active exchange with
 foreign researchers, at the same time, we examined and translated the material basic law model of 
European private law, which will be model for the proposal to the revision of the (law of 
obligations) of the Civil Code of Japan. We also participated in the study group and the 
International Conference of Comparative Law. To deepen the international exchange multifaceted, we 
collected information about the European private law. At that time, we have provided foreign 
researchers the information of Japanese law in a foreign language. We have published the book “ 
Perspectives of European Private Law and Modernization of Japanese Civil Code“ 

研究分野： 民法
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１．研究開始当初の背景 
本研究が対象とする課題については、ヨ

ーロッパで、各国私法の統一といった観点

から比較法的な作業として積極的に取り組

む研究が多数みられた。なかでもハイン・

ケッツ『ヨーロッパ契約法Ⅰ』は卓越した

先駆的著作であり、私たちの一連の研究の

出発点でもある。同書はわれわれのメンバ

ーによって邦訳され、大きな反響を得たも

のである。また、契約法の比較法的検討は、

以前から私法統一国際協会（UNIDROIT）

や国連国際商取引委員会（UNCTRAL）を

はじめとする国連組織で行われてきた。契

約法は世界的レベル、国境を越えた取引に

とってきわめて重要な基盤を提供してい

る。この動きは、国際物品売買契約条約（ウ

ィーン国際動産売買条約、CISG）また2004
年にはユニドロア国際商事契約原則

（PICC）として結実した。同時に、ヨーロ

ッパでは各国学者の連携による学術プロジ

ェクトが盛んであり、これらの分析を参考

に、民法改正を目指す日本における契約法

の方向性を考えることが必要とされた。 
 

２．研究の目的 
本研究の目的は、第１に、欧州連合（以

下、ＥＵ）域内市場の拡大・展開において、

経済的障壁の法的レベルでの解消を意図

し、ＥＵレベルで進行する私法統一化の動

きを全体として跡付け、その方向性および

特質を解明する。第２は、こうした動きを

基礎づける近代ヨーロッパ私法の原理、並

びにヨーロッパ私法の平準化動向、さらに

は統一化（法典化）の動向を分析すること

によって、近代ヨーロッパ私法の共通原理

とその射程を明らかにし、日本民法への影

響を考察する。 
今回の研究期間では、とくにヨーロッパ

民法典・契約法典形成の可能性を探りつつ、

併せて債権法分野全体にわたる民法典全体

の構造的・体系的分析を行い、現代化問題

を内包する日本法にとってそれらを受容す

ることが必要なのか、また可能かどうかを

検討する。 
 

３．研究の方法 
第１にＥＵ法レベルでの法統一に向けた

動きについて重要な指令等を取り上げる。

必要に応じて翻訳作業を行う。「ヨーロッパ

私法共通準拠枠草案（DCFR）」やヨーロッ

パ契約法の展開についての分析作業を進め

る。第２に、ＥＵ法レベルでの平準化の動

きに対応した各国私法の現代化現象および

改正動向を取り上げる。その際、ドイツ法

圏、イギリス法圏、フランス法圏といった

従来の法圏論的な分析枠組を利用する。第

３に、第１の課題と対応しつつ、ヨーロッ

パの主な国々を対象とし、各国固有の法シ

ステム（裁判制度・実務慣行）のあり方を

踏まえて、各国債権法（とくに契約法）に

おける制度的共通性を明らかにする。その

際、可能なかぎり立法・判例の動向を含め

て考察を試みる。第４に、資料的な価値を

もつ各国債権法（とくに契約法）の条文や

重要文献の翻訳作業をも行う。主に英語・

ドイツ語・フランス語文献に依拠しながら

作業を進め、翻訳等は積極的に公表する。 
 
４．研究成果 

当初の計画におおむね従い、それを継続

し、ヨーロッパ私法分野における基礎研究

として文献資料の収集、その翻訳作業、さ

らには海外での国際的な学会や研究会への

参加、あるいは各国有力研究者へのインタ

ビューを通して情報収集およびその分析を

精力的に行った。とりわけ国際的な学術交

流会としての意味をもつオープンな研究会

を定期的に開催した。本プロジェクトのメ

ンバーが関与して、これらの一連の作業を

行っている。その成果の一部は、川角由和



＝中田邦博他『ヨーロッパ私法の展望と日

本民法典の現代化』（2016年、日本評論社）

に収録されている。とりわけ、こうした一

連の動向については、中田邦博「ヨーロッ

パ（EU）私法の平準化」『法典とは何か』

（2014年、慶応義塾大学出版会）において

総括的に検討した。 
こうした検討を通じて、本研究作業が反

映されるべき日本民法の現代化の作業にお

いて、そこに残された課題を考えるとき、

今後も継続してヨーロッパ私法の動向に着

目して研究作業を進めることが日本法の展

開・現代化を考える上で重要であるとさら

に強く認識した。その際、ヨーロッパ契約

法の展開とその重要性についての認識を得

た。 
本研究期間において、定期的に研究会を

開催し、また外国の研究者とのセミナーを

行い、多様なかたちでの情報交換が可能と

なり、ネットワークを形成することができ

たことも重要な成果の一つである。 
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